
　

平成20年7月15日
総 務 省 統 計 局

課　　　題

調査環境の変化への対応 調査の効率化

○プライバシー意識の高まりによる調査
　困難化への対応

○オートロックマンションの普及による調
　査世帯との面接の困難化への対応

○特に、昼間不在であることの多い単身
　世帯の調査困難への対応が急務

○大規模周期統計調査の輻輳を受け、
　調査の簡素・合理化を含めた調査方法
　の見直しが必要

○近年のインターネットの普及等に基づく
　ＩＴ技術の活用

民間事業者の活用を取り入れた方策

単身世帯調査へのモニター方式の導入 ＩＴ技術の活用

○特に調査が困難な単身若中年世帯を
　対象にした導入を検討
　
○民間事業者が保有する登録モニターの
　活用を検討

○希望する調査世帯には、電子調査票
　（家計簿等）によるオンライン提出が
　できる仕組みを検討
○政府共同利用システムを利用したシス
　テム及びＰＤＦ，ＥＸＣＥＬによる調査票
　設計の検討

今後の予定

○平成20年８月中を目途に，地方公共団体及び民間事業者等の意見聴取

○平成20年秋の統計委員会諮問までに，具体的な調査実施計画を策定

○平成20年2月に試験調査（単身世帯収支
　実態調査）を実施
　
○現在、試験調査結果を分析中

電子調査票を用いたオンライン調査

その他

コールセンターの設置

○コールセンターの設置による、照会等
　の中央一括処理の検討
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調査のねらい

 

　○調査期間
　　・家計簿
　　・個人収支簿

　○調査地域
　　・全市及び全国の約220町村

　○調査対象
　　・家計簿　約58,400世帯（調査員調査約56,800世帯，モニター調査約1,600世帯）
　　・個人収支簿　約700人
　
　○調査事項
　　・ 収入及び支出に関する事項
　　・ 年間収入に関する事項
　　・ 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項
　　・ 主要耐久消費財に関する事項
　　・ 世帯及び世帯員に関する事項
　　・ 現住居に関する事項
　　・ 現住居以外の住宅及び宅地に関する事項

　○調査の流れ　※調査員調査の二段書き部分は上段が家計簿、下段が個人収支簿の流れ

 
　

調査の概要

　　    諸種の経済及び社会問題等に関する施策立案及び実績評価の
　    基礎資料を提供
　

結果の利用

調査員調査

モニター調査

総務省

都道府県
（47）

指導員
（約1,500）

調査員
（約4,300）

調査対象
（約56,800）

市町村
（約1,000）

指導員
（47）

調査員
（約700）

調査対象
（約700）

民間調査
会社

調査対象
(約1,600)

平成21年9月，10月，11月の３か月間

国民生活の実態について、家計の３つの側面（消費・所得・資産）を
調査し、生活水準、消費構造及び所得分布等を総合的かつ詳細に
明らかにする
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【参考：所管調査に関して今後想定される主なスケジュール】 

 

所管調査の実施に向けた検討  
21 年経済センサス 21 年全国消費実態調査 その他 

基本計画等 

１月 

 

 

 

 

  基本計画統計委諮問

 

５月 

 

統計委諮問 

 

   

 

８月頃 

 

 

統計委答申（予定） 

 

   

各WG議論取りまとめ

 

秋頃 

 

 

業務分担、調査票等の

確定 

 

統計委諮問 

  

中間取りまとめ 

20 年 

年末頃 調査区の確定   基本計画統計委答申

  統計委答申   

     

３月頃   国勢調査につ

いて、調査方

法等を具体化 

 

基本計画閣議決定 

４月 

 

 

  経常３調査に

ついての共通

コールセンター

設置（予定） 

新統計法全面施行 

７月 

 

 

調査実施    

21 年 

 

秋頃 

 

 調査実施   

（注）「基本計画」は、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の略 

   「経常３調査」は、労働力調査、小売物価統計調査、家計調査を指す 

 


